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○ 「あいち分権通信」を発行して３年目。今年度も皆様に地方分権改革の取組や話題をお届けしてい

きたいと思います。 

○ 今号では、平成 29 年 11 月 20 日に栄ガスホールで開催した「平成 29 年度地方分権・道州制セミナ

ー」での豊田市職員による提案募集方式※を活用した豊田市における取組についての事例紹介の様子を

お伝えします。 

○ また、国の平成 30 年地方分権改革に関する提案募集に対する愛知県提案などについてもご紹介します。
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平成 29 年度 地方分権・道州制セミナー結果概要（その２） 

自治体の職員の皆様始め約 130 名の方にご参加いただいた平成 29年度のセミナーについて、前号の

「あいち分権通信」（平成 30 年２月発行）で、学習院大学法科大学院教授の大橋洋一氏の講演概要を紹

介しました。 

今号では、大橋氏に続いてご講演いただいた豊田市職員の社本学氏による講演概要をお伝えします。 

「提案募集方式を活用した地方分権改革の事例紹介－豊田市における取組－」

（豊田市福祉部高齢福祉課主査 社本 学氏） 

豊田市の紹介 

私は昨年度まで地方分権改革の担当をしておりましたので、その縁で今、こうい

う場に立たせていただいています。本日は、豊田市の提案募集制度を活用した地方

分権改革の取組ということですが、まず、豊田市の現状を紹介したいと思います。 

現在、最大の課題は高齢化です。豊田市の後期高齢者（75歳以上）は 2010 年から

の 30 年間でおよそ 2.5 倍になると言われています。一方で、病院や介護施設、介

護人材を 2.5 倍にするのは容易ではありません。また、社会保障費の増加も避けら

れない状況です。これまで大きな税収源であった法人市民税も税制改正で国税化の

※全国の地方公共団体等から制度改正の提案を広く募る国（内閣府）の制度

社本氏の講演
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流れにあり、見通しは厳しい状況です。そうなった

ときに現在の公共施設やインフラをどう維持するの

かという話も出ています。 

また、平成の大合併で豊田市は一気に広くなった

結果、まちの個性も非常に多様化し、一律の政策は

なかなか通用しなくなりました。過疎化した農山村

もあれば、高齢化が進んだ都市部もあります。 

こういった多様な課題と向き合いつつ、まちづく

りにあたっているのが現状です。 

豊田市の提案募集制度における実績 

平成 26 年に提案募集制度が始まって以来、豊田市

は、愛知県内の市町村で唯一、毎年提案を出し続け

ています。これまで 18 件提案し、そのうち延べ７件

が重点事項（有識者による提案募集検討専門部会に

おいて、集中的に調査審議される事項）に選ばれて

います。昨年度までの閣議決定で「実現もしくは対

応可能」とされたものが７件、うち法改正が行われ

たものが３件です。毎年提案を出し続けている市町

村は、全国的にも 12しかないそうですので、頑張っ

ている方だと言えるのではないのでしょうか。 

それでは、これまでの提案から、具体的な事例を

２つご紹介します。 

事例（１）特定行政庁における定期点検の対象建築

物・建築設備に関する規制緩和 

建築主事の資格を持った公務員がいる自治体（特

定行政庁）では、民間の建物については、定期点検

すべき建物を指定することができますが、公共施設

については、定期点検すべき建物が法定されており、

自治体に裁量の余地がありませんでした。 

つまり、豊田市内の民間の建物は、豊田市が点検

すべき建物を指定することができますが、豊田市の

持つ公共施設は国が定めたとおりに点検するしかな

い状態でした。例えば、不特定多数の方が使用しな

い倉庫について、同じ豊田市内でも民間のものは定

期点検の対象外なのに、豊田市のものは対象という

ことです。 

一方で、もっと人が集まる公民館は対象となって

いません。人とお金をかけて点検をするのですから、

公民館など人が多く来る施設にその分を回したいと

考え、特定行政庁が自ら管理する建築物について点

検対象を指定できるように法改正を求める提案をし

ました。 

提案に対する国土交通省からの一次回答も二次回

答も芳しくありませんでしたが、支障事例について

数字を交えて粘り強く示し続けた結果、提案が認め

られる閣議決定があり、建築基準法の改正がなされ

ることになりました。この改正により、安全、防火、

衛生の観点から、特に必要と法令で定められた建物

以外、例えば車庫については、豊田市のような特定

行政庁が市の建築審査会の同意を得た上で、定期点

検の対象外とすることが可能になり、自らの判断で

真に安全確保が必要な建物の点検に経営資源を集中

できるようになりました。 

事例（２）公営住宅の明渡し請求に係る収入基準の

条例委任 

豊田市では、公営住宅の入居を希望しながら入居

できない低所得の方がいる一方、比較的収入がある

方が長く入居されているというジレンマがありまし

た。入居の収入基準は、すでに条例に委任されてい

ましたが、明け渡しの収入基準については委任され

ていませんでしたので、条例委任するよう提案を行

い、３年かけて実現しました。 

提案した平成26年は重点事項に選ばれたのですが、

結果的に国土交通省の回答は対応不可になりました。

27 年も引き続き提案し、収入基準をいくらに改正す

るとこれだけの人が救われるといった具体的な主張

をし続けました。入居者の権利が関わっているので、

セミナー当日の配付資料より抜粋
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国において慎重に検討が進められ、ついに、平成 29

年に公営住宅法施行令が改正され、公営住宅の明け

渡し請求の対象となる高額所得者の収入基準につい

て、一定の範囲内で自治体が条例で定めることがで

きるようになりました。 

これにより、その地域の入居待機者数や、民間住

宅の確保のしやすさ、空き家の状況など実情に合っ

た基準設定が可能になりました。 

豊田市における提案募集制度の活用 

豊田市では提案募集制度の目的として、「国に意見

を言える・仕事を変える職員と職場風土」を育てる

ことを掲げて取り組んでいます。 

提案募集にあたっては、幹部会議や職員個別の呼

びかけなどで周知を図り、所属単位からだけでなく、

職員個人からも、提案を受け付けて、募集期間もギ

リギリまで長くとっています。こうして出てきた提

案について、内閣府の事前相談で意見をいただいた

りして絞り込み、本提案として出しています。 

提案が実現したら、幹部会議で市長から表彰を行

っているのですが、この職員提案制度の発案者は市

長で、職員に分権改革に参加してほしいという思い

を強く持っています。 

このように提案募集制度を「地方分権改革推進」

とともに、「人材育成」と「職場風土改革」のツール

として活用している訳ですが、提案募集への取組を

含め、豊田市では、チャレンジを大事にする人材育

成方式を採っています。そのほかにも、改善提案制

度、人事考課、先進実証といった取組も行っていま

す。直接的には、行政サービスの効率化や産業振興

などの方が目的ではありますが、こういうことに熱

心に取り組むことが、人材や職場風土を育てていく

という考えです。私自身も昨年度までの経験から、

まずは、自分の身の回りの仕事を見直すこと。それ

が、自分のまちのあり方、国と地方のあり方を見直

すことができる、考えることができる職員を育てる

のではないかと感じています。 

日々何かおかしいなと思っていることを提案して、

実際に国の省庁の職員と議論を交わして、変わるは

ずがないと思っていた法律や制度が変わるというの

は、貴重な経験になると思います。 

最後に先程ご紹介した定期点検の対象の建物の話

ですが、話としてはすごく細かい話です。倉庫の点

検もしっかりやって安全性を担保すべきだという考

え方も正しいし、有益なことに金と人を使うべきだ

という考えも正しいと思います。 

問題は、こういうことを決める権限が地方になけ

れば、このような議論がなかなか地方で起こらない

ことだと思います。国がそう決めているから、制度

がこうなっているからと思考停止してしまうことな

く、住民のためにという視点を持って議論を重ねて

いくという意味で、地方分権改革は必要なことだと

感じています。提案の１つ１つは小さくても、愛知

県全体、そして全国の自治体の動きがもっと活発に

なれば、大きな波になっていくのではないかと思い

ます。 
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トピックス：地方分権改革を巡る最近の状況 

○「地方分権改革・提案募集方式に関する愛知県説明会」を内閣府が開催 

  平成 30 年４月 18 日に、内閣府主催の地方分権改革・提案募集方式に関する説明会が、名古屋国際センター

で開催され、愛知県・岐阜県・三重県の 45自治体から 53 名が参加しました。 

○「第８次地方分権一括法」が成立 

  毒物及び劇物取締法などの 15 法律を改正する「第８次地方分権一括法」が、平成 30 年６月 19 日に成立

し、６月 27 日に公布されました。この法律には、平成 28 年の本県の提案を踏まえた「不動産の鑑定評価に

関する法律」の改正が盛り込まれ、「不動産鑑定士試験受験申込の都道府県経由を廃止」することとなりま

した。 

○平成 30年「地方分権改革に関する提案募集」に対し、愛知県から５件提案 

内閣府の「地方分権改革に関する提案募集」に対し、愛知県からは「食品の特別用途表示の許可申請に係

る都道府県経由事務の廃止」を始め５件を提案しました。また、県内市町村からは、豊田市の「放課後児童

健全育成事業の基礎資格に係る実務経験（総勤務時間数）の見直し」など３件が提案されました。 

全国からは 319 件の提案が寄せられており、そのうち重点事項として 51 事項が集中的に調査審議されて

いますが、愛知県が提案した「食品の特別用途表示の許可申請に係る都道府県経由事務の廃止」についても、

その一つとして関係府省で検討が行われています。 

愛知県からの地方分権改革に関する提案の紹介 

－食品の特別用途表示の許可申請に係る都道府県経由事務の廃止－ 

特別用途食品とは、乳児の発育や、妊産婦、病者

などの健康の保持・回復などに適するという特別の

用途について表示するものです。 

特別用途食品の表示をして販売するには、健康増

進法に基づき国の許可を受ける必要があります。許

可申請書は、営業所（本社、研究所等）がある都道
．．

府県を経由して
．．．．．．．

消費者庁に提出し、許可が下りた際

には消費者庁から都道府県経由で
．．．．．．．

申請者に許可書

が送付されますが、審査は消費者庁で行われます。

そのため、申請者が消費者庁へ直接申請するよう提

案したものです。 

特別用途食品の制度は、平成 14 年に健康増進法

が定められる前は栄養改善法等で定められており、

昭和 27 年の栄養改善法制定時から申請書をその営

業所所在地の都道府県を経由して国へ提出するこ

ととされていました。 

提案の実現により、申請者から申請がなされた後、

直ちに審査が開始されるなど事務が効率化される

ことを期待しています。 

○夏の全国知事会議が北海道で開催 

平成 30 年７月 26 日、27 日に北海道札幌市において、全国知事会議が開催されました。地方分権や道州

制に関して、政策要望や提言などが取りまとめられました。 

平成 30 年９月発行 愛知県政策企画局企画課 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 E-mail kikaku@pref.aichi.lg.jp 

TEL（052）961-2111（代表）内線 2592 （052）954-6473（ダイヤルイン） FAX（052）971-4723

特別用途食品の

マーク

○ ホームページ 分権型社会に向けて

地方分権や道州制について、愛知県の主張・取組など最新の動向

を紹介するとともに、Q&A形式でわかりやすく解説しています。
URL http://www.pref.aichi.jp/kikaku/bunken/index.html 

○ 出前分権教室を実施しています！

 地方分権・道州制に対する理解を深めていただくために、県民の

皆様や大学・各種団体からの依頼に基づき、職員が出向いて説明し

ています。応募方法につきましては、左記ホームページをご覧くだ

さい。


